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 議案第 105 号　岸和田市事務分掌条例の一部改正について ○ × ○ × × × × × ○ × × × ×
議

長
× ○ ○ ×× ○ ○ × × × ○ × 否 決

市長公約と総合計画とのより一層の連携及び市の政
策の実現を目的とした組織体制の強化を図るため、平
成 31 年度からの市の組織体制を改編するものです。

【賛成討論】
　・単年度ごとに政策を判断する財政課と中長期の視点から行財政改革を行う行財政改革

課が、また、組織編成を行う企画課と組織要員を編成する人事課が同じ部署となるこ
とは、非常に効率的、効果的である。

【反対討論】
　・総合調整や重要施策の企画などの役割を市長公室に統合することはこれらの機能を小

さくする。また、財務部で行財政改革を行うことは、市の財政のためだけになる恐れ
がある。

公…公 明 党　　自…自民クラブ　　共…日本共産党
刷…刷新クラブ　　創…岸和田創生　　維…大阪維新の会
新…新生クラブ　　無…無所属クラブ　　○…賛成 ×…反対 （議長は表決しません）

賛 否 が 分 か れ た 議 案

主
旨

議案番号 件　　名　・　内　　容

議案第 100 号
議案第 101 号

専決処分の承認を求めるについて

（平成 30 年度岸和田市一般会計補正予算）

（平成 30 年度岸和田市自転車競技事業特別会計補正予算）

　平成 30 年台風 21 号により被害を受けた公共施設や岸和

田競輪場を復旧するための費用です。

議案第 102 号 岸和田市立女性センター条例の全部改正について

　女性センターが老朽化したため、機能を旧サン・アビリ

ティーズ ( 加守町４丁目 ) に移転し、名称を岸和田市立男

女共同参画センターに改めるものです。

議案第 103 号 岸和田市牛滝温泉やすらぎ荘条例の廃止について

　現指定管理者との指定管理期間の満了に伴い、行財政改

革の一環として施設を民営化するためのものです。

議案第 104 号 監査委員条例の一部改正について

　地方自治法の一部改正により、監査委員の選任の義務付

けが緩和されたことから、議員のうちから監査委員を選任

しないこととし、関係する規定を整備するものです。

議案第 106 号 岸和田市附属機関条例及び特別職の職員で非常勤の
者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ
いて

　上下水道事業のより一層の適正、合理的な運営のため、

上下水道事業の運営に関する重要な事項について調査、審

議などを行う岸和田市上下水道事業運営審議会を設置する

ものです。

議案番号 件　　名　・　内　　容

議案第 108 号 岸和田市産業集積拠点における企業立地の促進に関
する条例の一部改正について

　阪南港阪南２区内の都市機能用地（岸貝クリーンセン

ター隣地）を産業集積拠点とするためのものです。

議案第 109 号 岸和田市営自転車等駐輪場条例及び岸和田市自転車
等の放置防止に関する条例の一部改正について

　放置自転車などを抑制し、また、その管理費用などを確

保するため、放置自転車などを利用者に引き渡す際の徴収

額を見直すものです。

議案第 110 号 岸和田市立公民館及び青少年会館の設置、管理等に関
する条例の一部改正について

　岸和田市立大宮青少年会館が老朽化したため、機能を旧

サン・アビリティーズに移転し、名称を岸和田市立大宮地

区公民館に改めるものです。

議案第 111 号 岸和田市民体育館条例の一部改正について

　平成 30 年台風 21 号により春木体育館が損害を受けたた

め、廃止するものです。

議案第 112 号 平成 30 年度岸和田市一般会計補正予算

議案第 115 号
議案第 116 号
議案第 117 号

指定管理者の指定について

　31 年度からの指定管理者を指定するものです。

・浜老人集会所…浜校区老人クラブ連合会

・五風荘…株式会社岸和田グランドホール

・まちづくりの館…本町のまちづくりを考える会

全 会 一 致 で 可 決 し た 主 な 議 案

北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書　要旨
　北朝鮮が日本人の拉致を認め、５名の拉致被害者とその家族の帰国は実現したものの、いまだ政府認定
の 12 名をはじめとする拉致被害者が北朝鮮に残されたままである。
　これまで、北朝鮮は極めて不誠実な態度をとり続けており、日朝実務者協議での合意事項も一方的な通
報により実施されていない。また、国際社会からの再三の警告にもかかわらず、弾道ミサイルの発射や核
実験を繰り返している。
　米朝首脳会談では拉致問題が提起されたが、拉致事件の発生から既に 40 年以上が経過しており、拉致
被害者及びその家族の置かれている状況を踏まえると、これ以上時間を費やすことは許されない。
　よって国会及び政府は、「日朝平壌宣言」の精神に立って、拉致問題をはじめ、核問題などの包括的解
決を図るという立場を堅持し、六カ国協議の再開など、さらなる国際協調を図るとともに、制裁措置と併
せて二国間での対話も進めるなど、全力で取り組むよう強く求める。

監査委員条例の一部改正

　監査制度においては、充実
強化を図るべく地方自治法の
一部改正が行われ、その重要
性はますます高まるところで
ある。
　当該改正の趣旨を踏まえ、
監査委員の選任においては、
専門性を担保するよう努めら
れたい。

に対する附帯決議

可 決 し た 意 見 書 ・ 決 議


